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１．組織の概要 

■優良産廃処理業者認定制度 情報公表項目含む■ 

① 会社概要 

事 業 所 名 有限会社 旭川ニッコータイヤ 

所 在 地 (本社) 北海道旭川市忠和 6 条 3 丁目 2 番 8 号 
(工場・事務所) 北海道旭川市江丹別町嵐山 250-3 

代 表 者 名 代表取締役 加藤敦久   

役 員 代表取締役 加藤敦久 平成 30 年 5 月 21 日 就任 
代表取締役 北風進悟 昭和 58 年 3 月 24 日 就任 
取 締 役 北風裕子 昭和 58 年 3 月 24 日 就任 
監 査 役 北風美帆 平成 29 年 4 月 21 日 就任 

環境経営責任者 
及び連絡先 

加藤加奈子 
TEL 0166-62-4478  FAX 0166-62-4477 
メール plant@nikko-tire.co.jp 

認証・登録範囲 全組織（タイヤリサイクル工場・事務所） 
事 業 内 容 産業廃棄物処理業（収集運搬、中間処理）、タイヤ等古物営業 
事 業 経 歴 昭和 53 年 24 月 旭川市で廃タイヤ等の回収業を開始 
 昭和 58 年 23 月 法人化 資本金 100 万円 
 昭和 63 年 11 月 産業廃棄物収集運搬業 北海道許可取得 
 平成 o８年 o1 月 資本金 300 万円に増資 
 平成 o9 年 12 月 産業廃棄物処分業 旭川市許可取得 
 平成 13 年 28 月 現在地で処理施設稼働 
 平成 18 年 o3 月 エコアクション 21 認証取得 
 平成 18 年 o5 月 廃棄物再生事業者に登録 
 平成 18 年 o9 月 産業廃棄物収集運搬業 優良産廃処理業者に認定 
 平成 24 年 12 月 産業廃棄物処分業 優良産廃処理業者に認定 

講 習 受 講 状 況 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 開催 

 収集運搬課程（更新）令和 33 年 22 月 18 日受講 No.520583504 
処 分 課 程（更新）平成 30 年 10 月 17 日受講 No.618164034 
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②事業規模 

設立年月日 昭和 58 年 3 月 24 日 
資 本 金 300 万円 
事 業 年 度 3 月～2 月 
  

 単位 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 

従業員数 人 7 6 6 

売 上 高 百万円 51.2 51.0 53.2 

床

面

積 

工 場 ㎡ 199.47 199.47 199.47 

事務所 ㎡ 18.0 18.0 18.0 

合 計 ㎡ 217.47 217.47 217.47 

廃

棄

物

処

理 

収 集 運 搬 量 t 1,222.65 1,211.04 1,166.44 

廃タイヤ等受託量 t 1,351.50 1,364.57 1,410.14 

中

間

処

理 

原 型 利 用 t 313.02 275.77 244.88 

燃料資源化 t 975.06 911.68 1,109.58 

金属資源化 t 67.89 138.42 52.13 

合 計 t 1,355.97 1,325.87 1,406.59 
 

 

③組織・人員配置 

 
代表取締役 加藤敦久 

環 境 経 営 責 任 者 
加藤加奈子 

廃棄物処理部 輸 出 部 
1 名※ 

総 務 部 
1 名※ 

処 分 課 
2 名 

収集運搬課 
3 名 

※は兼務人数 
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④許可一覧 

・産業廃棄物収集運搬業 
 許 可 地 北海道 
 許 可 番 号 第 00100010516 号 
 許 可 の 年 月 日 令和 14 年 11 月 26 日 
 許 可 の 有 効 期 限 令和 11 年 11 月 25 日 
 事 業 の 範 囲 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず 

金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 
がれき類。積替保管なし。 

 

・産業廃棄物処分業 
 許 可 地 旭川市 
 許 可 番 号 第 05020010516 号 
 許 可 の 年 月 日 令和元年 12 月 24 日 
 許 可 の 有 効 期 限 令和８年 12 月 23 日 
 事 業 の 範 囲 破砕（廃プラスチック類） 

 

・一般廃棄物処理施設設置許可 
 許 可 地 旭川市 
 許 可 番 号 旭廃対指令第 130005 号 
 許 可 の 年 月 日 平成 13 年 4 月 17 日 
 施設の種類及び処理する

一般廃棄物の種類 
ごみ処理施設（破砕施設） 

 廃タイヤ（再生利用の目的となるものに限る。） 
 

・産業廃棄物処理施設設置許可 
 許 可 地 旭川市 
 許 可 番 号 旭廃対指令第 130002 号 
 許 可 の 年 月 日 平成 13 年 4 月 9 日 
 施設の種類及び処理する

産業廃棄物の種類 
施行令第 7 条第 7 号（廃プラスチック類の破砕施設） 

 廃プラスチック類 
 

・廃棄物再生事業者登録 
 許 可 地 北海道 
 許 可 番 号 第 92 号 
 登 録 年 月 日 平成 18 年 5 月 15 日 
 廃棄物の再生に係る事業

の内容 
廃タイヤの再生 
  

 

・古物商許可 
 許 可 地 北海道 
 許 可 番 号 第 123015900051 号 
 交 付 年 月 日 昭和 59 年 11 月 24 日 
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⑤施設及び処理の状況 

・収集運搬車両一覧 
車 両 形 式 ダンプ 
車 両 番 号 旭川 100 は 1439（土砂等積載禁止車） 
運 搬 品 目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず 
最 大 積 載 量 9,400kg 
環境保全対策  
保 有 台 数 1 台 

 

 
車 両 形 式 キャブオーバ 
車 両 番 号 旭川 100 は 4799 
運 搬 品 目 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず 
最 大 積 載 量 6,100kg 
環境保全対策 平成 27 年度燃費基準 5%向上達成車 
保 有 台 数 1 台 

 

 
車 両 形 式 キャブオーバ 
車 両 番 号 旭川 100 す 5643 
運 搬 品 目 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず 
最 大 積 載 量 3,000kg 
環境保全対策 平成 27 年度燃費基準達成車 
保 有 台 数 1 台 

 

 
車 両 形 式 キャブオーバ 
車 両 番 号 旭川 100 さ 9573 
運 搬 品 目 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず 
最 大 積 載 量 3,200kg 
環境保全対策  
保 有 台 数 1 台 

 

・処理施設 
施 設 の 種 類 廃プラスチック類の破砕施設 
処 理 品 目 廃プラスチック類 
設 置 年 月 日 平成 13 年 8 月および平成 9 年 9 月の 2 台 
設 置 場 所 北海道旭川市江丹別町嵐山 250 番 3、251 番 
処 理 方 式 切断式 
処 理 能 力 42.4t/日(8h)および 3.24/日(8h)の 2 台 
施 設 構 造 鉄骨造 
保 管 場 所 北海道旭川市江丹別町嵐山 250 番 3、251 番 

① 面積 170 ㎡・上限量 46.7 ㎥ 
② 面積 100 ㎡・上限量 66.7 ㎥ 
③ 面積 100 ㎡・上限量 66.7 ㎥ 

保 管 の 種 類 廃プラスチック類 
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⑥処理工程図 

 

⑦処理実績 

・収集運搬の実績（令和 4 年 3 月 1 日～令和 5 年 2 月 28 日） 
(単位 t) 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 合計 

廃 タ イ ヤ 52.98 113.99 108.58 115.95 91.91 81.90 102.14 126.34 165.54 148.07 26.72 32.32 1,166.44 
 

・中間処理の実績（令和 4 年 3 月 1 日～令和 5 年 2 月 28 日） 
(単位 t) 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 合計 

廃 タ イ ヤ 73.06 156.56 173.99 130.79 110.20 97.07 116.72 144.24 181.92 162.93 30.18 32.48 1,410.14 

原 型 利 用 11.11 18.88 15.03 12.61 15.53 7.57 48.95 15.78 45.59 27.34 8.92 17.57 244.88 

資 源 化 61.30 122.96 75.80 107.82 80.58 97.44 110.52 117.90 123.64 95.28 60.54 55.80 1,109.58 

金 属 資 源 0 0 0 0 0 0 24.08 15.87 0 12.18 0 0 52.13 

合 計 72.41 141.84 90.83 120.43 96.11 105.01 183.55 149.55 169.23 134.80 69.46 73.37 1,406.59 
 

 

⑧地域融和 

当社の施設は、利害関係者に対し公開するので、事前に連絡ください 

⑨環境保全への取り組み 

・エコアクション 21 認証登録（平成 18 年 1 月 10 日以降更新継続） 
・電子マニフェスト対応 
・収集運搬車両を低公害車に入替 

自 社 運 搬 収 集 運 搬 業 者 

受 入 

選 別 

破 砕 

製 紙 工 場 

海 外 輸 出 等 再 利 用 可 能 な タ イ ヤ 

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 （ 廃 タ イ ヤ ） 

破 砕 後 の チ ッ プ ( 燃 料 と し て 売 却 ) 

金属スクラップ会社 ホイール等の金属資源 
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２．環境経営方針 

■企業理念 

地球資源が有限であることを考え廃タイヤリサイクルを推進すると同時に省エネルギー
での処理を図ることで環境保全に寄与する 

■環境方針 

弊社は廃タイヤの収集運搬及び中間処理業を行う上で、主に化石燃料と電力の消費が環
境負荷の最大要因となっており、法規制及び地域社会の環境ルールを遵守しながら次の
事項を目標に環境負荷の抑制を図ります。 

・ 廃タイヤの再利用・再資源化に努めます 

・ 二酸化炭素の排出量の削減に努めます 

・ 環境関連法規制を遵守し北海道及び道内市町村の環境保全に尽力します 

・ 廃タイヤリサイクル及び環境に関する知識の普及啓蒙に努めます 

・ この環境方針は従業員に周知するとともに社会に公表します 

平成 17 年 7 月 1 日 制定 
平成 25 年 3 月 1 日 改訂 

有限会社 旭川ニッコータイヤ 
代表取締役 加藤敦久 
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３．環境経営目標 

環境経営目標 単位 
基準値 

（平成 29 年） 
令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 

Co2 排出量の削減 kg-Co2 63,601.37 
(±0%)  

63,601.37 
(±0%) 

63,601.37 
(±0%) 

63,601.37 

1 

1-1 電力使用量の削減 kWh 24,770 
(±0%) 
24,770 

(±0%) 
24,770 

(±0%) 
24,770 

1-2 灯油使用量の削減 L 3,569.0 
(±0%) 

3,569.0 
(±0%) 

3,569.0 
(±0%) 

3,569.0 

1-3 軽油使用量の削減 L 14,654.56 
(±0%) 

14,654.56 
(±0%) 

14,654.56 
(±0%) 

14,654.56 

2 
廃棄物排出量の削減 kg 110.0 

(-3%) 
106.7 

(-4%) 
105.6 

(-5%) 
104.5 

3 
資源生産量の増大 t 1,478.63 

(+6%) 
1,567.34 

(+8%) 
1,596.92 

(+10%) 
1,626.49 

4 グリーン購入の推進 品目 2 適宜 適宜 適宜 
5 公道の清掃活動 回 2 適宜 適宜 適宜 

 

※省エネ活動は平成 18 年開始以来約 45%削減しており、近年は収集運搬量、再資源化量が横ばいで、人員、車両、
設備に変更がないため Co2 排出量及びエネルギー使用量の目標は±0％とした 
※Co2 排出係数は、電力は北海道電力の平成 30 年値(0.656)を使用した 
※水は工場・車等の洗浄に使用する雨水及び飲料用のウォーターサーバー水のみのため対象外とする 
※資源生産量は市況の影響が大きいため、評価の対象外とする 

４．環境経営計画 

取組事項 取組内容 
Co2 排出量の削減  

1 1-1 電力使用量の削減 ・工場機械は計画に沿った運転を徹底する 
・電化製品の交換時は省エネタイプにする 
・複写機はまとめ印刷をする 
・事務所および作業場の照明は可能な限り太陽光を利用する 

1-2 灯油使用量の削減 ・通年で声掛けをして植物廃油の調達に努める 
1-3 軽油使用量の削減 ・安全運転、エコドライブを徹底する 

・車両入替時には低公害車両にする 
・集荷時には適切な大きさの車両を選択する 

2 廃棄物排出量の削減 ・過剰梱包を断る 
・コピー用紙はシュレッダー(燃えるゴミ)ではなくそのまま再資源化する 
・物品調達する際は、詰め替え・リユース可能品を選ぶ 

3 資源生産量の増大 ・排出事業者へリサイクルの啓発に努める 
・再資源化物の受け入れ先開拓に努める 

4 グリーン購入の推進 ・環境に配慮した備品・事務用品・設備等を購入する 
5 公道の清掃活動 ・工場周辺の公共道路の清掃活動を年 2 回(4,9 月)実施する 
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５．環境経営目標の実績 

環境経営目標 単位 
基準値 

（平成 29 年） 

令和 4 年 
達成率 

目標 実績 

Co2 排出量の削減 kg-Co2 63,601.37 (±0%) 63,601.37 60,226.61 106% 

1 1-1 電力使用量の削減 kWh 24,770 (±0%) 24,770 32.888.00 68% 

1-2 灯油使用量の削減 L 3,569.0 (±0%) 3,569.0 3582.00 100% 

1-3 軽油使用量の削減 L 14,654.56 (±0%) 14,654.56 11,524.38 122% 

2 廃棄物排出量の削減 kg 110.0 (-5%) 104.5 73.0 131% 

3 資源生産量の増大 t 1,478.63 (+10%)1,626.49 1,406.59 86% 

4 公道の清掃活動 回 2 適宜 2  
 

６．環境経営の取組結果とその評価及び次年度の取り組み内容 

環境経営目標 達成率 評価及び次年度の取組 

Co2 排出量の削減 106% 

今年度の取組状況をみて、令和 5 年度の目標を設定していく予定だっ

たが、来年もさらに電力の使用量は増える見込みで、平均を把握するの

に、もう数年かかる。環境経営計画の取組を続けながら、動向を見てい

く。 

1 

1-1 電力使用量の削減 68% 

機械の使用時間を増やして廃タイヤの破砕量を増やしているため、やむ

を得ない。次年度はさらに使用量が増える見込み。経営計画に沿った取

組を行いながら、今後２～3 年かけて平均値を出す。 

1-2 灯油使用量の削減 100% 

目標をほぼ達成。使用量は天候にも左右されるが、これが限界値かと思

う。従業員には、廃油ストーブの燃料用に、家庭で出た植物油の廃油を

持ってきてくれるよう、協力をお願いする。 

1-3 軽油使用量の削減 122% 
人手不足もあり、トラックの稼働率が落ちているため必然的に減少し

た。来期も現状の取組を維持しながら、市場の動向を見ていく。 

2 廃棄物排出量の削減 131% 
段ボール、雑誌、新聞紙は地域の町内会に提供した。来期も同様の活動

を行う。 

3 資源生産量の増大 68% 

持込受入量は増大、集荷による受入量はスタッフ不足により減少した。

トラック運転手の募集を継続しながら、持込量も増えるよう、広報に努

める。 

4 公道の清掃活動 ◯ 
5/24 と 10/1 に施設周辺の公道のゴミ拾いを行った。来期も 2 回の定

期清掃と、普段見つけたゴミも拾うよう心掛ける。 
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７．環境関連法規等の遵守状況並びに違反訴訟の有無 

環境関連法規は、毎年 1 月に行政機関のホームページ等で当社に必要な法律を次表のと
おり確認しており、違反はありませんでした。また、その他関係各機関等からの指導や近
隣の方々からの苦情や訴訟もありませんでした。 

適用法令 主な要求事項 確認状況 

廃棄物処理法 廃棄物の投棄・焼却の禁止規定 

無許可営業の禁止規定 

処理施設の設置許可規定 

産廃の処理(運搬・保管・処分)基準 

産廃の委託基準及び管理表の交付・回付・報告規定 

遵守確認 

〃 

〃 

〃 

〃 

消防法・条例 灯油タンクの材質・保管基準及びタイヤの保管 届出で確認 

道路運送車両法 車両の排ガス・騒音規定 車検で確認 

水質汚濁防止法 公共水域へ油流出に関する措置・報告規定 事例なし 

容器包装リサイクル法 排出者のリサイクル規定 適正処理 

廃家電リサイクル法 排出者のリサイクル規定 事例なし 

廃自動車リサイクル法 排出者のリサイクル規定 事例なし 

グリーン購入法 事業者の環境物品等の取入れ規定 適宜実施 
 

 

８．代表者による全体の評価と見直し 

 環 境 経 営 方 針: 現状のままとする 
 環 境 関 連 法 規: 現状のままとする 

 

環境経営目標・計画: 平成 18 年（2006 年）より活動してきたエコアクション 21 も今年で 16 年を
経過し、会社全体で取り組み方も定着してきた。トラック運転手が不足し廃タ
イヤの集荷量が減少しているが、処理場への持込量が増加傾向にあり、今後も
人材確保と並行して、多くの方に廃タイヤ処理場を知っていただけるよう広報
に努める。今年度の活動結果から次年度の目標設定を行う予定だったが、来期
も電力の使用量は増大する見込みのため、環境負荷を抑えた活動を行いながら、
次年度の市場の動向等を確認することとした。 

 実 施 体 制: 現状のままとする 
 緊急事態の対応: 現状のままとする 
 そ の 他: なし 

 


